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事 務 連 絡   

平成３０年１２月２８日   

 

政策部長 様 

財 務 部 長   

 

上場株式等に係る配当所得等に関する個人住民税の課税誤りにつ 

いて（報告） 

 

このことについて、次のとおり個人住民税に課税誤りのあることが判明しま

したので、本事案の概要について報告いたします。 

 

１ 概要 

平成１７年度から３０年度までの個人住民税（市民税・県民税）につい

て、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得（以下「上場株式等に係

る配当所得等」といいます。）に係る個人住民税額の算定方法に関する法解

釈の誤りにより、課税誤りのあることが判明しました。 

２ 原因及び経過 

個人住民税の税額は、確定申告書が提出された場合、原則として確定申告

書に記載された内容に基づいて算定しますが、金融・証券税制の軽減、簡素

化を図るため、平成１５年に地方税法等の一部改正があり、これに伴い平成

１７年度以降、個人住民税の納税通知書の送達後に、上場株式等に係る配当

所得等に関し確定申告書が提出された場合は、上場株式等に係る配当所得等

を個人住民税の税額算定に算入しないこととされました。 

しかし、法解釈の誤りにより、個人住民税の納税通知書の送達後に確定申

告書が提出された場合でも、確定申告書の内容に従って、上場株式等に係る

配当所得等を個人住民税の税額算定に算入していた自治体があるとの情報が

県からあったことから、本市の状況を確認したところ、同様の課税誤りがあ

ることが判明したものです。 

３ 課税誤りの対象者、人数等 

（1） 対象者 

平成１７年度から３０年度まで（平成１６年分の所得から２９年分の所

得まで）に、個人住民税の納税通知書の送達後、上場株式等に係る配当所
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得等に関し、確定申告書を提出された方が対象となります。 

なお、地方税法第１７条の５の規定により、過去に遡って個人住民税を

更正（変更）する場合、増額更正（追加徴収）するときは平成２８年度ま

での３年間、減額更正（還付）するときは平成２６年度までの５年間を遡

って行います。 

（2） 対象者の人数等 

区  分 件 数 人 数 金 額 

増額となる方 

（平成２８～３０年度分） 
７件 ７人 ７８，８００円 

減額となる方 

（平成２６～３０年度分） 
３０件 ２０人 ３２０，５００円 

４ 今後の対応 

対象者には、おわびと今回の経緯を記した文書を送付します。併せて、増

額更正する方には税額変更通知書及び納付書を、減額更正する方には、税額

変更通知書及び還付手続に関するお知らせをそれぞれ送付します。  

また、他の制度の負担額（国民健康保険税、介護保険料など）は、個人住

民税の所得情報に基づくため、過去の金額に影響（増減）が生じることもあ

ります。影響が生じる方に対しては、丁寧、適切に対応します。 

５ 再発防止策 

今後は、税制改正に伴う法令等の解釈や適用に当たっては、関係機関への

確認を確実に行った上で事務処理を行うことを徹底するなど、適切な事務処

理に努めてまいります。 

 

 

 

事務担当は、市民税課市民税担当です。 
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